
 

 

天然記念物再生事業費国庫補助要項 

 

 平成１６年４月１日 

文 化 庁 長 官 裁 定 

平成１７年４月１日 

平成２０年４月１日 

令和２年４月１日 

令和２年７月２日 

改 正 

 

１．趣 旨 

この要項は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１０９条の規定により指定された天然記念

物の保護及び再生事業に要する経費について国が行う補助に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．補助事業者 

補助事業者は、天然記念物の所有者又は地方公共団体とする。 

 

３．補助対象事業 

補助対象となる事業は、生息・生育環境の復元、増殖等による回復を図り、文化庁が対象とする天然記

念物の保護及び再生に万全を期するために行う次に掲げる事業とする。 

 

（１）給餌 

 

（２）増殖施設、保護収容施設の整備 

 

（３）病害虫駆除 

 

（４）施肥等樹勢回復 

 

（５）遷移の中断、促進及び正常化 

 

（６）生息・生育環境の維持・復元のための事業 

 

（７）その他天然記念物の再生に必要と認める事業 

 

４．補助対象経費 

補助対象となる経費は、次に掲げる経費とし、その明細は別紙のとおりとする。 

 

（１）主たる事業費 

ア  給餌・施肥等経費 

イ 保護増殖等施設整備経費 

ウ 保護増殖機器・機材購入経費 

エ 病害虫駆除等経費 

オ 環境維持・復元事業経費 

カ 調査経費 

 

（２）その他の経費 

事務経費 

 

５．補助金の額 

補助金の額は、次に掲げる場合を除き、補助対象経費の２分の１とする。 



 

 

 

  (１) 当分の間、補助事業者が沖縄県内に所在する者である場合にあっては、補助対象経費の５分の４と

する。 

 

   (２)  当該年度の前々年度の財政力指数（地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条及び第２

１条の規定により算定した基準財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規定により算定した基準財

政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値）が１．00を超える都道府県又は指定都市にあって

は、財政力指数の逆数（調整率）を補助金の交付額に乗じて得た額とする。 

 

  (３)  補助事業者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入額が減少した場合の補助率は、別に定

めるものとする。 

  



 

 

（別 紙） 

名称 対象経費の区分 項 目 目の細分 説   明 

天 

然 

記 

念 

物 

再 

生 

事 

業 

主 

た 

る 

事 

業 

費 

各種復元･再生工事経費 

 

増殖収容施設工事経費 

 

保護増殖機器･機材購入経費 

 

給 餌 ・ 施 肥 等 経 費 

 

病 害 虫 駆 除 経 費 

 

調 査 経 費 

 

設 計 料 及 び 監 理 料 

天然記念物再生事業費  

給   与 

報   酬 

職員手当等 

 

 

 

共 済 費 

報 償 費 

旅   費 

 

 

需 用 費 

 

 

 

 

 

役 務 費 

 

 

 

委 託 料 

 

 

 

使用料及び賃借料 

 

 

工事請負費 

原 材 料 費 

備品購入費 

 

 

 

時間外手当 

期 末 手 当 

通 勤 手 当 

退 職 手 当 

 

〇〇報償費 

費 用 弁 償 

普 通 旅 費 

特 別 旅 費 

消 耗 品 費 

燃 料 費 

光 熱 水 料 

修 繕 料 

飼（餌）料 

〇 〇 料 

保 管 料 

通信運搬費 

手 数 料 

〇 〇 料 

〇〇調査委託 

〇 〇 委 託 

〇〇研究委託 

設計監理費 

〇〇借上損料 

〇 〇 損 料 

〇 〇 借 上 

請 負 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝金等 

会計年度任用職員を含む 

 

獣医･専門家等招へい､派遣 

 

 

 

 

 

 

 

輸送料 

動物治療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(育すう器､孵卵器､環境計測機器

等、特に必要と認める場合に限る) 

そ
の
他
の
経
費 

事 務 経 費 事 務 費  

旅   費 

 

需 用 費 

 

 

 

役 務 費 

 

使用料及び賃借料 

 

普 通 旅 費 

特 別 旅 費 

消 耗 品 費 

食 糧 費 

印刷製本費 

光 熱 水 料 

通信運搬費 

手 数 料 

借料及び損料 

 

連絡旅費 

指導監督旅費 

 

 

 

 

郵便、電信電話料等 

 

打合会会場借料 

 


